
令和８年３月25日  
最 上 総 合 支 庁  

 
山火事防止広報活動（キャラバン）出発式の実施について 

 

県では山火事防止運動の一環として、例年、この時期にキャラバンを実施し、県民

に対し山火事防止の注意喚起を行っています。 

 つきましては、山火事防止キャラバン出発式及び広報活動の取材をとおして、広

く県民に報道してくださるようお願いいたします。 

 

記 

１ 日 時 

  令和８年４月15日(水) 

（１）キャラバン出発式：午前９時30分から午前９時45分まで 

（２）啓 発 活 動：午前10時から正午まで 

 

２ 場 所 

（１）キャラバン出発式：山形県最上総合支庁正面玄関前 

（２）啓 発 活 動：ヤマザワ新庄店 入口付近 

 

３ 内 容 

（１）キャラバン出発式：参加団体の管轄するそれぞれの区域において、広報車による 

山火事防止の巡回と呼びかけを行う 

（２）啓 発 活 動：ヤマザワ新庄店の店舗入り口付近で来店者に対し、チラシ等を  

配布し啓発を行う 

 

４ 出席者 

（１）主  催：最上総合支庁（担当課：総務企画部総務課、 

産業経済部森林整備課） 

最上地域林業振興協議会 

（２）共  催：山形県山火事防止連絡協議会 

（３）協力機関：山形森林管理署最上支署、管内各市町村 

最上広域市町村圏事務組合消防本部 

（公財）やまがた森林と緑の推進機構 

管内各森林組合 

 

 ５ その他 

（１）運 動 期 間：４月１日（水）～５月31日（日） 

        （２）集中運動期間：４月20日（月）～５月８日（金） 

 

担当  

産業経済部森林整備課 

 課長補佐 後藤 

 電話 0233-29-1347 

 

令和７年実施状況 


